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 介護老人福祉施設における要介護透析患者の入所については、通院に係る費用や労力がかかり
増しで発生することから、全国的に７割以上の施設が受け入れを断る傾向にある一方、透析患者
の高齢化の進行により、入所を希望する要介護透析患者は今後ますます増加する見込みとされて
います。 
 このたび、令和６年度介護報酬改定において、透析が必要な者の受け入れに係る負担を軽減す
る観点から、「特別通院送迎加算」が新設されました。この加算は、定期的かつ継続的に透析を必
要とする入所者であって、家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事由がある者に
ついて、施設職員が月１２回以上の送迎を行った場合を評価するものです（594 単位/ 月）。 
 介護老人福祉施設においては、当該「特別通院送迎加算」も活用しながら、一人でも多くの要
介護透析患者の受け入れを御検討くださるようお願いします。 
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